
鋸南町ローカルスタートアップ支援事業補助金交付要綱を次のように定める。 

 

令和８年３月１７日 

 

鋸南町長  白 石  治 和     

 

鋸南町告示第１８号 

鋸南町ローカルスタートアップ支援事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、ローカルスタートアップ支援制度推進要綱（令和６年３月２９

日付け総行政第７９号）に基づき、本町の地域課題の解決及び地方創生に資する事

業者の誘致を促進するため、予算の範囲内において、ローカルスタートアップ支援

事業補助金（以下「補助金」という。）を交付することに関し、必要な事項を定める

ものとする。 

（補助対象者） 

第２条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、地域の人材

や資源、資金を活用した地域課題の解決に資する起業又は新規事業を行う事業者と

する。ただし、次に掲げる事業者を除く。 

（１）役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）であると認め

られる事業者。 

（２）暴力団（暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団をいう。）又は暴力団員が

経営に実質的に関与していると認められる事業者。 

（３）町税等を滞納している者。 

（補助対象経費及び補助率等） 

第３条 補助金の交付の対象となる経費及び補助率等は、別表のとおりとし、算出し

た補助金の交付金額に１，０００円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる

ものとする。 

（交付申請） 

第４条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書（様式第１号）に、

必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。 

（交付の決定及び通知） 

第５条 町長は前条の交付申請書を受理し、申請内容が適当と認めたときは、補助金

交付決定通知書（様式第２号）により通知するものとする。 



（請求及び交付） 

第６条 前条の規定による通知を受けた補助対象者は、補助金交付請求書（様式第３

号）を町長に提出し、町長は請求に基づき交付するものとする。 

２ 事務所賃貸費用支援については、算出根拠を示した上で、概算請求を認めるもの

とする。 

（実績報告） 

第７条 事務所賃貸費用支援については、賃貸契約期間終了日から起算して３０日以

内又は交付決定のあった年度の３月３１日のいずれか早い期日までに、実績報告書

（様式第４号）に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。 

（補助金額の確定） 

第８条 町長は、前条の規定による報告を受けた場合において、報告書等の書類の審

査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該補助事業等の成果が補助金の交付

の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金

の額を確定し、補助金交付額確定通知書（様式第５号）により、その旨を当該事業

者に通知するものとする。 

（交付決定の取消し等） 

第９条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、

補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。 

（１）この要綱の規定に違反したとき。 

（２）虚偽の申請その他不正手段により、補助金の交付を受けようとし、又は受けた

ことが明らかになったとき。 

（３）補助金の交付決定の日から５年以内に町外への移転登記、又は廃業したとき。 

（４）町税等の滞納が確認されたとき。 

（委任） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

  



別表（第４条関係） 

項目 補助対象経費 補助率等 備考 

法人登記費

用支援 

新たに町内に法人登記を

する際に、行政書士等に

委託する費用 

１０／１０以内 

上限２００千円  

法人登記に要した実

費を対象とする。 

事務所賃貸

費用支援 

新たに町内で賃貸物件を

事務所として契約する際

の賃貸費用 

１０／１０以内 

上限月額２０千円 

事務所賃貸に要した

実費を対象とする。 

補助対象期間は町内

登記日から起算して

３年以内を限度とす

る。 

 


